
新型コロナワクチン

乳幼児接種のお知らせ

市内は裏面の医療機関一覧で、市外はインター

ネット（コロナワクチンナビ）で、ワクチンを

受けることができる医療機関を探しましょう。

また、予約の方法については、裏面をご覧くだ

さい。

※コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。

接種費用
（全額公費）

・このお知らせが入っていた封筒の中身一式
・本人確認書類（マイナンバーカード、健康保険証 等）
・母子健康手帳

封筒の中身一式

接種時は保護者同伴です。

ワクチン接種までの流れ

乳幼児の新型コロナワクチンの１～３回目接種を

受けられるのは生後６か月～４歳の方です。

※接種券は、生後６か月～４歳の方にお送りしています。
※１回目接種の時点で５歳の誕生日を迎えた方は小児用（５～１１歳用）ワクチンを
接種します。

※同封のチラシをよくお読みになり、接種を受けるか検討してください。

接種券が届く1

医療機関/接種会場を探す2

予約して、ワクチン接種を受ける3 無料

保護者とは
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接種総合案内サイト

「コロナワクチンナビ」

https://v-sys.mhlw.go.jp

＋

接種券が届いた方からワクチンを受けることができます。

鹿島市

お願い
・接種の際は、速やかに肩を出せる服装でお越しください
・予診票はあらかじめ記載した上でお越しください

◎接種を受けるときの注意

予診票の「新型コロナワクチン接種希望書」欄の「被接種者自署」の欄は必ず保護者の自署となります。
保護者以外の方のサインは無効ですのでご注意ください。

このワクチンは３週間の間隔をあけて２回目を接種し、その後８週間の間隔をあけて３回目を接種してください。

お問い合わせ先／鹿島市 市民部新型コロナウイルスワクチン接種推進室（鹿島市保健センター）
電話 ０９５４－６８－０００２または０９５４－６３－３３７３（平日 8：30～17：15）
FAX ０９５４－６３－２１３５

2023年4月

親権を行うもの又は後見人である者を示します。保護者が特段の理由で
同伴することはできない場合、お子さんの健康状態を普段よりよく知っ
ている親族の方が、保護者から委任を受けて同伴することは可能です。

生後６か月
～４歳用



◎お子様がワクチンを受けるには保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持って
いただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。保護者の方の
同意なく、接種が行われることはありません。

周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあっては
なりません。

◎ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、
その効果は１００％ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

鹿島市の新型コロナウイルスワクチン接種は

個別接種で行っており、完全予約制となります。接種券を手元に用意し予約してください。

予約日を忘れないようメモをとりましょう。予約開始：接種券が手元に届いた日から可能

医療法人天心堂 志田病院
68-0565

（自院で受け付けます）

　　　月～金　9:30～16:30

　　　土　　　9:30～12:00

稗田産婦人科クリニック

医療法人　村山小児科医院

市外の医療機関 希望する医療機関へ
医療機関によっては、かかりつけ医であっ

ても受けられない場合があります。

コールセンターで予約

を受け付けます。

0120－947－694

年中無休　9:30～17:00

医療機関名 予約受付
電話受付時間

（接種日は予約の際にご確認ください）

◎接種期間
令和６年３月３１日まで無料で接種できます。

◎もうすぐ５歳の誕生日を迎える方へ

１回目の接種時点で５歳の誕生日を迎えられる方は、小児用（５～１１歳用）ワクチンの接種となります。

その場合、初回接種は２回接種となります。３回目の接種券（２枚目）は使用しません。

小児用接種チラシをご覧ください。

１回目接種を乳幼児用ワクチンで受けられた方は、その後５歳の誕生日を迎えても２回目・３回目のワク

チンは乳幼児用ワクチンを接種します。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害（病気になったり障がいが残ったりすること）が起こることがあります。極め
てまれではあるものの、なくすことはできないことから救済制度は設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、保健センターへご相談ください。


